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仕様書（案） 

 

１ 委託名称 

児童センター残留廃棄物処分業務委託 

 

２ 業務概要 

本業務は、守口市（以下｢発注者｣という）が所有する守口市立児童センタ

ー一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬・処分及び有価物の運搬を委託するも

のである。なお、一般廃棄物及び有価物にあっては守口市クリーンセンター

ストックヤードへ運搬するものとし、産業廃棄物にあっては受注者又は受注

者と業務提携する者の産業廃棄物処理施設まで運搬し処分するものとする。 

なお、家電リサイクル法対象品においては、指定取引場所までの運搬とす

る。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和８年９月 30日まで 

 

４ 免許資格 

  受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に規定する（１）の許可及び同法第 14 条第 1 項及び第６項に規定する

（２）の許可を有していることを要件とする。ただし、（２）において、①の

許可しか有していない場合は、（２）②および（２）③を満たす許可を有する

者と業務提携を行うこと。 

  （１）一般廃棄物 

守口市一般廃棄物収集運搬業許可 

（２）産業廃棄物  

①収集運搬業 

・大阪府産業廃棄物収集運搬業許可 

・産業廃棄物の処分を行う産業廃棄物処理施設を管轄する都道府県知

事（政令市にあっては市長）の産業廃棄物収集運搬業の許可 

②処分業 

・産業廃棄物の処分を行う産業廃棄物処理施設を管轄する都道府県知事

（政令市にあっては市長）の産業廃棄物処分業の許可 

③上記①及び②の許可証において、以下の品目の許可を有していること。 

・紙くず ・木くず ・繊維くず ・金属くず ・廃プラスチック

類 ・ガラスくず ・ゴムくず ・廃油  

（３）有価物 

免許等は不要 
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受注者の担当業務と必要資格（〇の許可が必要） 

 

 

５ 委託数量 

収集運搬・処分予定量は以下のとおり。 

項目 数量 単位 備考 

産業廃棄物収集運搬処分 25 台 ２ｔ車（有価物含む可能性有） 

一般廃棄物収集運搬 5 台 ２ｔ車 

テレビ運搬処分 0 台 家電リサイクル料含む 

洗濯機運搬処分 0 台 家電リサイクル料含む 

冷蔵庫運搬処分 １ 台 家電リサイクル料含む 

なお、上記数量は概算の予定数量である。入札参加者は、入札にあたり実

施する現地確認において数量を把握し、入札金額を算出すること。上記数量

から変動する場合についても、契約金額の変更は行わない。 

家電リサイクル料が発生した場合は、契約金額に含むものとする。 

廃棄物の排出量については、計量器により、風袋及び総重量を確認して搬

出すること。 

  ※守口市クリーンセンターストックヤードに搬入する一般廃棄物の処分費に

ついては、契約金額に含まない。 

※有価物とは主たる性状が金属製のものをさす。 

 

６ 適用範囲 

（１）この仕様書に規定する事項は、受注者がその責任において履行するもの

とする。 

（２）本業務委託について、契約書に定められた事項以外は、この仕様書に基

づき業務を履行するものとする。 

（３）契約後、本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、発注者と受注者の

協議によるものとする。 

 必要資格 受注者が

収集運搬

と処分業

の両方を

行う場合 

受注者が収集運搬業のみを行う場合 

受注者 

（収集運搬業者） 

業務提携者 

（処分業者） 

（１） 守口市一般廃棄物収

集運搬業許可 

 〇  

（２） ①産業廃棄物収集運

搬業の許可 

〇 〇  

②産業廃棄物処分業

の許可 

〇  〇 
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７ 業務内容 

（１）収集場所 

守口市金田町１丁目４番１号 守口市立児童センター 

（２）収集時間 

収集時間は午前９時から午後５時までの間とする。 

また、発注者が別途指示する場合がある。 

※守口市クリーンセンターストックヤードへの搬入時間は平日の９時から15

時 30分（11時 30分から 13時を除く） 

 （３）収集運搬車両 

    受注者は、契約締結後速やかに、収集作業に使用する車両にかかる下記

書類を発注者の監督職員に提出の上、承認を得ること。受注者は、承認を

得た車両以外の車両を収集運搬に使用してはならない。 

・使用予定車両届（様式任意。自動車登録番号と使用目的を記載したもの） 

・車検証（写し） 

・車両写真 

前姿、側姿、後姿の３方向から撮影されたもの。 

前姿、後姿についてはナンバープレート、側姿については廃棄物処理法

に基づく産業廃棄物収集運搬車に係る車体表示が写っていること。 

・所有者の使用承諾書（借受車両の場合のみ） 

    なお、使用予定車両に変更があった場合は速やかに当該車両にかかる必

要書類を発注者の監督職員に提出し承認を得ること。 

（４）収集方法 

一般廃棄物にあっては４（1）に定める者が守口市に許可を得ている車

両において収集すること。（相積みは禁止） 

産業廃棄物にあっては４（2）①に定める者が収集を行うこと。 

有価物の運搬については、特に定めない。 

上記の収集場所から廃棄物を収集運搬するにあたっては、積み残しのな

いよう収集すること。また、常に清潔で安全に作業を行い、廃棄物が周辺

に散乱することの無いよう心がけ、周辺に散乱させた場合は速やかに清掃

を行い清潔の保持に努めること。 

引取り車両への積込みは受注者が行うこと。 

（５）処理方法 

５の表中に定める一般廃棄物は、守口市クリーンセンターストックヤー

ドへ運搬すること。なお、運搬日時、数量など搬入に関する詳細について

は、事前に本市廃棄物担当部局と調整し、了承を得ること。 

産業廃棄物は、受注者が廃棄物処理法に定める産業廃棄物処分業の許可

（４ 免許資格（２）③品目の許可を有していること）を受けた施設にお

いて処分を行うこと（但し、有価物はストックヤードに運搬すること）。

なお、産業廃棄物の収集運搬において積み替え保管を行う場合は、産業廃
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棄物収集運搬業の事業の範囲にその旨が含まれていること。 

家電リサイクル法対象品は、指定取引場所へ運搬すること。 

（６）産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

産業廃棄物管理票にかかる費用は契約金額に含むものとする。 

（７）報告 

受注者は、契約後速やかに発注者との間で産業廃棄物処理契約書を締結

する。廃棄物処分の終了後、報告書（処理を行った日付ごとに、ごみの種

別及び重量を示したもの。様式不問）を作成し、一般廃棄物については守

口市クリーンセンターストックヤード計量票を添付の上、発注者へ提出す

ること。産業廃棄物の報告書には、収集運搬業務についてはそれぞれの運

搬区間に応じたマニフェストＢ２票、Ｂ４票、Ｂ６票（電子マニフェスト

の場合は運搬終了報告）、処分業務についてはマニフェストＤ票、Ｅ票

（電子マニフェストの場合は処分終了報告）を添付すること。 

（８）その他 

①受注者は、収集作業に際して通行車両、通行者の安全を確保するととも

に、近隣住民に不安・不快感を与えないよう細心の注意を払うこと。 

②受注者は、本業務において、第三者との事故・問題等が発生した場合は、

受注者の責任により誠意を持って解決にあたるとともに、その経過、内

容を速やかに発注者の監督職員に連絡し、指示に従うこと。 

 

８ 受注者の責任及び義務 

受注者は廃棄物処理法及び関係法令並びに収集運搬車に定められた積載量

を守るなど道路交通法令を遵守するとともに、最低賃金法、労働基準法等関

係法令を遵守しなければならない。 

 

９ 運搬費用、使用機材等の負担 

本業務に使用する運搬用具・機材等は一切、受注者の負担とする。 

 

10 契約金額の支払い 

（１）完了払とする。 

（２）業務提携により、委託業務を実施する場合の契約金額の支払いについて

は、収集運搬業者が処分業者の請求業務を代行し、収集運搬業者は、発注

者が支払った契約金額のうち処分業者の契約金額分を処分業者に支払うも

のとする。発注者の収集運搬業者に対する契約金額の支払完了と同時に、

発注者の処分業者に対する契約金額の支払も完了するものとする。 

 

11 その他 

（１）受注者は、業務中に第７項業務内容（１）収集場所の施設の破損、設備

の故障箇所を発見した場合は、その状況を発注者の監督職員に報告しなけ

ればならない。 
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（２）業務用機材に関する諸費用は原則として受注者負担とする。 

（３）作業は安全を第一とし、作業場所等については引取り後に付近の清掃を

行うこと。 

（４）過積載にならないよう留意すること。 

（５）本業務の履行、また、運転手及び作業員の労務管理等に当たっては、関

係法令を遵守すること。 

（６）本業務の期間中に、建物の解体工事の準備のため、作業員の出入りや、

建物の仮囲い等を実施する予定であるため、作業の際は注意を払うこと。 


